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※今後変更の可能性があることに留意してください。 
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障害者総合支援法に係る居宅系サービスについて 

 

Ⅰ 概 要 

１ はじめに 

障害福祉サービスを利用する障害者・障害児の保護者には、居住地の市町からサービスを利

用するための費用として、介護給付費又は訓練等給付費が支給されます（障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、「法」という。）第 29 条第１項）。但し、同

条第５項の規定により、実際には、この費用は、サービスを提供する事業者による代理受領方

式をとりますので、市町から事業者に支払われることとなります。 
障害福祉サービス事業を提供する事業者は、都道府県知事の指定を受ける必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

２ 指定の必要なサービス種類 

    都道府県知事の指定が必要な障害福祉サービス事業は次のとおりです。 

障害福祉サービス事業（都道府県または政令市・中核市が事業者を指定） 

【介護給付】    法第 28条第１項 

○居宅介護 ○重度訪問介護 ○同行援護 ○行動援護 ○療養介護 ○生活介護 

○短期入所 ○重度障害者等包括支援 ○施設入所支援 

【訓練等給付】   法第 28条第２項 

○自立訓練（機能訓練）○自立訓練（生活訓練）○就労移行支援 ○就労継続支援（Ａ型） 

○就労継続支援（Ｂ型）○就労定着支援 〇自立生活援助 〇共同生活援助 

 
一般相談支援（都道府県または政令市・中核市が事業者を指定） 

【地域相談支援給付】法第 51条の 14 第１項 

○地域移行支援・地域定着支援 

※ 計画相談支援・障害児相談支援の指定は所在地の市町が行います。 

【障害福祉サービス利用のしくみ】 

市 町 

利 用 者 指定事業者 

兵 庫 県 

①支給申請 

②支給決定 

⑤利用者負担の支払い 
 （原則１割） 

④サービス提供 

③契約 

⑦報酬支払 
（代理受領） 

⑥報酬支払 
（代理受領）

の請求 

 
指定 国保連合会 

支払事務 
委託 
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３ 指定の要件 

 
事業者・施設の指定は、 
 

 
 
 
 
を要件として、「サービスの種類ごと」「事業所ごと」に行われます。 

 
 
＊ 指定基準について（法第 43 条、第 44 条） 

サービス種別毎に以下の３つの視点から、指定基準が定められています。 

指定を受けた以降も指定基準を遵守する必要があります。 

● 人員基準（従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準) 

● 設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準) 

● 運営基準(サービス提供にあたって事業所が行わなければならない事項や留意すべき事

項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準) 

 

内容については、以下の省令を参照して下さい。 

○ 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準（平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省令第 171 号） 

○ 障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準 

（平成 18 年 9月 29 日厚生労働省令第 172 号） 

○ 障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 

（平成 24 年 3月 13 日厚生労働省令第 27 号） 

 

 

＊ 最低基準について（法第 80 条） 

障害福祉サービス事業のうち、療養介護、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活

訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ型）については、最低基準も

満たしていただく必要があります。 

 ○ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 

   （平成 18 年 9月 29 日厚生労働省令第 174 号） 

 

 

 

 

・法人格を有すること 
・事業所又は施設の指定基準を満たすこと（＊参照） 
・適正な運営が見込めること 

指定基準・最低基準を満たしていない指定事業者等に対して、県は、改善勧告、改善命令、

指定取消し等の処分を行うことができます。（法第 48条、第 49条、第 50条） 
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４ 基準該当事業所 

 
【基本的な考え方】 

市町は、支給決定を受けた者が、指定障害福祉サービス以外の障害福祉サービス（基準該当

事業所として、市町が認めた事業所において提供されるものに限る。以下「基準該当障害福祉

サービス」という。）を受けたときは、当該基準該当障害福祉サービスに要した経費について、

特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができます（障害者総合支援法第 30 条第

１項）。 

   

   基準該当障害福祉サービスとは、指定障害福祉サービス事業所としての指定を受けるべき要

件（人員、設備及び運営に関する基準）のうち、一部を満たしていない事業者で、一定の基準

（＊）を満たすサービスの提供を行うものについて、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の

支給の対象とすることにより、多様な事業者の参入を可能とし、地域においてきめ細かなサー

ビス提供を可能とするものです。 
  

＊基準該当の基準についても、サービス種別毎に定められています。内容については、以下の

省令を参照して下さい。 

○ 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する 

基準（平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省令第 171 号） 

 
 【基準該当障害福祉サービスの規定が設けられているサービスの種類】 

   ・居宅介護 
   ・重度訪問介護 
   ・同行援護 
   ・行動援護 
   ・生活介護 
   ・短期入所 

・自立訓練（機能訓練） 
   ・自立訓練（生活訓練） 
   ・就労継続支援Ｂ型 
  
 【その他留意事項】 

  
 ○ 基準該当障害福祉サービス事業所の登録制度の有無や登録時期等は、各市町において個別に

判断することとされていますので、詳細については、サービスを提供する予定の市町に直接お

問い合わせ下さい。 
 
 ○ 基準該当障害福祉サービスのうち、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護にかかる

費用は、指定障害福祉サービスにかかる費用の 85%相当の額とされています。 
   ＊厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成 18年 9月 29 日厚生労働省告示第 539 号） 
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５ 共生型サービス 

 
【基本的な考え方】 

   平成29年の地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、 

・障害者が 65歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくする 

・地域の実情に合わせて（特に中山間地域など）、限られた福祉人材の有効活用 

という観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や

障害児者が共に利用できる「共生型サービス」が、障害者総合支援法、介護保険法及び児童福

祉法にそれぞれ位置付けられました。（障害者総合支援法第 41 条の 2） 

これは、上記３法のいずれかのサービスの指定を受けている事業所が、他の２法に規定する

当該サービスに相当するサービスの指定も受けやすくする、「（共生型）居宅・日中活動系サー

ビスの指定の特例」を設けたものです。 

（介護保険サービス等の指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉（共生型）の同種サ

ービスの指定を受けることが可能） 
 
 
 【共生型サービスの規定が設けられている障害福祉サービスの種類】 

   ・居宅介護 
   ・重度訪問介護 
   ・生活介護 
   ・短期入所 

・自立訓練（機能訓練） 
   ・自立訓練（生活訓練） 
  
 
 【その他留意事項】 

  
 ○ 共生型サービスに係る指定の申請方法については、既存の指定障害福祉サービス等に係る申

請書と同様の記載事項としつつ、３法で共通する項目の一部につき、既に指定権者に提出して

いる事項と変更がない場合には、申請書の記載又は書類の提出を省略・簡素化できます。 
 
 ○ 共生型サービスにかかる報酬の額は、本来的な障害福祉サービス等事業所の基準を満たして

いないため、本来の報酬とは区別し、基準該当サービスを参考に設定されています。 
（但し、居宅介護・重度訪問介護の共生型サービスについては、本来の報酬と同様の額を設定） 
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Ⅱ 指定申請について 

 
１ 指定申請のスケジュール 
 

指定日（事業開始が可能となる日）は、毎月１日、15 日指定を基本とします。但し、１日、

15 日以外の指定日を希望する場合は、手続きに係る処理期間を勘案した上で、具体的な指定日

を設定します。 

申請受付後、休日を除く 30 日程度（補正に要する期間は除く）で審査を行いますので、指定

申請書類は、希望する指定日のおおよそ１ヶ月半前までには提出してください。 

 

２ 提出書類 
 
○申請の際に必要な書類は、主として①申請書、②付表、③参考様式、④その他添付資料です 

が、サービス種類によって異なりますので、ホームページの提出書類一覧を参照ください。 

○申請様式は県ＨＰに掲載しています。(http://web.pref.hyogo.lg.jp/life/cate3_114.html) 

○今後の厚生労働省からの通知や変更のお知らせ等は、特に重要なものを除き、上記のＨＰに

よりお知らせしますので、定期的に確認するようにしてください。 

 

３ 申請書類の作成と手順 
 

（１） 事業所ごとに申請書を作成し、必要事項を記入する。 
（２） 指定申請を行うサービスの種類ごとの付表に必要事項を記入する。 
（３） サービスの種類ごとに必要な添付書類を作成・準備する。 

   ＊書類については、特段の定めがない限り日本産業規格Ａ４型とします。 
   ＊申請書類は、「居宅系サービス・一般相談支援」は正１部及び副１部を作成し、正１部を提

出してください。（副１部は申請者において保管してください。） 
「日中活動・施設系サービス」は正１部及び副２部を作成し、正１部及び副１部を提出し

てください。（副１部は申請者において保管してください。） 

 

４ 申請先 

・指定申請書類の提出先は事業所所在地の県民局健康福祉事務所となります。 

（神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の場合は各市） 

サービス種類 
受 付 

（書類提出先） 
審 査・ 

指定通知発行 

【居宅系サービス・一般相談支援】 
○居宅介護、重度訪問介護、同行援護、 
行動援護 

○短期入所 ○重度障害者等包括支援 
○自立生活援助 ○共同生活援助（GH） 
○地域移行支援、地域定着支援 

事業所所在地の 
県民局 

事業所所在地の
県民局 

【日中活動・施設系サービス】 
○療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援 

事業所所在地の 
県民局 

本庁 
障害福祉課 
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ推進課 

・申請受付後は、休日を除く 30 日程度（補正に要する期間は除く。）で審査を行います。 

 

 ※ 障害福祉サービスの指定に係る手数料の徴収は行っていません。 
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Ⅲ サービス共通の留意点  

 

１ 主たる対象者の特定について 

障害者総合支援法においては、事業者は、障害の種類にかかわらず、利用者を受け入れるこ

とが基本とされています。 

但し、サービスの専門性を確保するためやむを得ないと認められる場合においては、対象と

する障害の種類（主たる対象者）を特定して事業を実施することも可能とされています。 

 

     

 

 

 

    

  

   なお、主たる対象者からサービスの利用申込みがあったときは正当な理由がなければサービ

ス提供を拒否できません（応諾義務がある）が、主たる対象者以外の者からサービス利用の申

込があった場合に、事業者は、利用申込者に主たる対象者を定めている理由を説明した上で、

サービス提供を行うことが可能又は適当と認められるときには、サービス提供を行うことは差

し支えありません。 

 

２ 定款の事業名の記載について 

以下の記載例は法律に規定された事業名に従って記載する場合の例です。 

必ずしもこの文言に限定するものではありません。 

○定款の事業名の記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」や「障害者総合支援法」

のように法律名を入れると、法律が変わるたびに定款変更が必要となるため、法律名は必ず

しも入れる必要はありません。 

○複数の障害福祉サービス事業を実施する場合も、「障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業」という総称を記載

することで足るものとし、「居宅介護事業、重度訪問介護事業・・・」というように個別

の事業名で規定する必要はありません。 

○社会福祉法人および医療法人の場合は、一部記載方法が異なる点があるため、県社会福祉課

および県医務課からの通知に基づいた記載として下さい。 

○地域生活支援事業に位置づけられる事業を実施する場合の記載例 

「移動支援事業」「地域活動支援センター(を運営する事業)」「福祉ホーム」「相談支援事業」等 

指定を受ける事業 記 載 例 

障害福祉サービス事業 
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、 
療養介護、生活介護、短期入所、 
重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、
就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、 
自立生活援助、共同生活援助 

 
法に基づく障害福祉サービス
事業 
 
※下線部分の表記だけでも可 

 
一般相談支援事業（地域定着支援・地域移行支援） 法に基づく一般相談支援事業 

【主たる対象者特定の方法】 
○運営規程において規定する。 
○指定申請の際には、「主たる対象者（障害の種類）」と「主たる対象者を特定する理
由」を記載した「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等」（参考様
式あり）を添付する。 

○理由は、主たる対象者を特定することがやむを得ないと認められるもの（対象とし
ない障害種別についてサービス提供ができない理由）である必要がある。 
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３ 指定基準の条例委任 

 
「法令の規定により条例に委任された社会福祉施設等施設の基準等に関する条例（平成 24年３月

21 日条例第４号）」により、県の独自基準を定めています。 
 
県独自基準 【参考】省令基準の概要   施行日 
研修計画の策定や研修結果の

記録の整備など計画的な人材

の育成に努めるよう規定 

職員に対し、研修の機会を確保しなければな

らない（研修計画の策定や結果の記録の整備

等、具体的な規定はない） 

H25.４.１ 

 

運営内容の自己評価と改善を

義務付けるとともに、その結

果の公表に努めるよう規定 

①自己評価と改善は、省令基準により大半の

社会福祉施設等で義務付けられているため、

すべての施設等で義務付ける 
②結果の公表は、省令基準により児童福祉施

設のみ努力義務（一部の児童福祉施設は義務

規定）が規定されているため、すべての施設

等で規定する 

H25.４.１ 

 

①指定事業者等の申請者要件

として暴力団員等でないこと 
②管理者は暴力団員等でない

こと 
③運営が暴力団等の支配を受

けないことを規定 

省令に暴力団（員）を排除する規定はないが、

暴力団排除条例により、県はすべての事務又

は事業において暴力団を利することとならな

いよう、必要な措置を講ずるものとされてい

る 
 

H25.４.１ 

 

事故発生の防止及び発生時の

対応の義務付け（省令基準で

義務付けられている施設等は

省令基準どおりとする） 

①事故発生の防止措置は、省令基準により、

老人福祉法及び介護保険法関係施設の一部で 
義務付けられているため、すべての施設等で

義務付ける 
②事故発生時の対応は、省令基準により、大

半の社会福祉施設等で義務付けられているた

め、すべての施設等で義務付ける 

H25.４.１ 

人格尊重、秘密の保持、虐待

防止に関する規定の義務づけ

（省令基準で義務づけられて 
いる施設等は省令基準どおり

とする） 
 
 

①人格尊重は、省令基準により、大半の社会

福祉施設等で義務付けもしくは努力義務が課

せられているため、すべての施設等で義務付

ける 

H24.10.10 

 

②秘密の保持は、省令基準により、大半の社

会福祉施設等で義務付けられているため、す

べての施設等で義務付ける 
③虐待防止は、虐待防止法が制定されている

高齢者・障害者・児童関係施設のうち、児童

福祉法関係施設のみ、職員による虐待行為の

禁止規定が設けられているため、高齢者・障

害者施設の職員にも同様に禁止規定を設ける 

H25.４.１ 
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県独自基準の内容について記載例を参考に運営規程に盛り込むようお願いします 

兵庫県独自基準に関する規定における運営規程への記載例 

 
（研修による計画的な人材育成） 
第○○条 事業者は、適切な障害福祉サービスが提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 
２  前項の規定により、研修の実施計画を従業者の職務内容、経験等に応じて策定し、実施した研修の記

録を保管するとともに、必要に応じて研修の内容の見直しを行うことにより、従業者の計画的な育成に努

めるものとする。 
 
（運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表） 
第○○条 事業者は、その提供する障害福祉サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければな

らない。 
２ 事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。 
 
（暴力団等の影響の排除） 
第○○条 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。 
 
（事故発生の防止及び発生時の対応） 
第○○条 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 
(１) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための

指針を整備すること。 
(２) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告

されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 
(３) 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 
２ 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、

当該障害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 
３ 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければならない。 
４ 事業者は、障害者に対する障害福祉サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠

償を速やかに行わなければならない。 
 
（人格の尊重） 
第○○条 事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に障害者の立場に立った障

害福祉サービスを提供しなければならない。 
 
（秘密の保持） 
第○○条 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の

秘密を漏らしてはならない。 
２ 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 
３ 事業者は、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害者又

はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得てお

かなければならない。 
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４ 契約について（基本的な考え方） 

 

（１）契約者について 

○ 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用制度は、利用者が事業者から直接サー

ビスの提供を受ける仕組みですので、原則として利用者本人と事業者の間でサービスの利用

にかかる契約を締結する必要があります。 

○ 何らかの支援があれば、本人の意思を確認できる単身の知的障害者については、社会福祉

協議会の福祉サービス利用援助事業を活用すること等により、本人の意思により本人が契約

できるよう配慮して下さい。 

 

（２）契約にあたって事業者が行うべき事項について 

 【重要事項の説明】 

   サービスの利用申し込みに際して、事業者・施設の目的、運営方針、事業者・施設の概要

及び職員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択

するために必要な重要事項について、書面を交付して懇切丁寧に説明し、当該事業所からサ

ービスの提供を受けることに利用者の同意を得なければなりません。 

＊ 重要事項説明書を交付し、説明をしたことを確認するために、説明・交付の時間、場所を

記入し、事業者、説明者、利用者及び利用者代理人（代理人を選定している場合のみ）若し

くは立会人（家族等が契約に立ち会う場合）が署名・捺印する欄を設けること。 

 

  【契約の締結】 

   市町の支給決定を受けた利用者と事業者・施設の間でサービスの利用に係る契約を締結す

る必要があります。当該契約は原則として書面で行う必要があります。 

   なお、社会福祉法第 77条の規定により、社会福祉事業（障害者支援施設は第一種社会福祉

事業、障害福祉サービス事業は第二種社会福祉事業に位置づけられる）の経営者は、福祉サ

ービスを利用するための契約が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる

事項を記載した書面を交付しなければなりません。 

一  当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地  

二  当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容  

三  当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項  

四  その他厚生労働省令で定める事項  

 

＊ 但し、書面の交付に代えて、政令の定めるところにより、当該利用者の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術

を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することができるとされ

ています。  

 

【その他】 

 重要事項の説明や契約の締結以外に、事業者・施設が行わなければならない事項として、

利用者の受給資格の確認、契約支給量の市町への報告（＊）、サービス提供の記録、利用者負

担額の受領及び領収証の交付、代理受領による介護給付費等が支払われた際の利用者への通

知、個別支援計画の作成等があります。 

 

＊新規に契約したとき、契約を終了したとき、契約量を変更したときは、遅滞なく市町に報

告する必要があります。 
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【用語の定義】 

用  語 定   義 

利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 

支給決定 法第 19 条第１項に規定する支給決定をいう。 

支給決定障害者等 法第５条第 17項第２号に規定する支給決定障害者をいう。 

支給量 法第 22 条第５項に規定する支給量をいう。 

受給者証 法第 22 条第５項に規定する受給者証をいう。 

支給決定の有効期間 法第 23 条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

指定障害福祉サービス

事業者 

法第 29 条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。 

指定障害福祉サービス

事業者等 

法第 29 条第２項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。 

指定障害福祉サービス 法第 29 条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 

指定障害福祉サービス

等 

法第 29 条第１項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。 

常勤換算方法 指定障害福祉サービス事業所等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障

害福祉サービス事業所等において常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週

間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32 時間を基本とする。）

で除することにより、当該指定障害福祉サービス事業所等の従業者の員数

を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。この場合の勤務延べ時間数

は、当該指定障害福祉サービス事業所等の指定等に係る事業のサービスに

従事する勤務時間の延べ数である。 

ただし、母性健康管理措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮

等の措置を利用する場合、30時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算上

も１と扱うことを可能とする。 

【小数点の取り扱いについて】 

 ① 常勤換算をする場合 

   必要な員数について、確保すること。 

  ア 基準人数算出 

    利用者数を除した数の小数点第２位以下を切り捨てる。 

  イ 従業者常勤換算 

    従業者の勤務延時間数を、当該法人の常勤の従業者が従事すべき時間数

（週 32 時間を下回る場合は 32 時間とする。）で除した数を小数点第２位以

下について切り捨てる。 

  ＜計算例＞ 

   ○ 基準人数算出 

     当該法人の常勤従事者の週あたり勤務時間が 40 時間、利用者数 20 人の

事業所で、基準上利用者数を６で除した数以上の員数を必要とする場合 

     基準人数算出 

      20 人（利用者数）÷６＝3.333・・・→3.3 人（基準人数） 

     必要勤務時間数 

      40 時間／週×3.3 人（基準人数）＝132 時間/週（必要勤務時間数） 

   ○ 従業者常勤換算 

     当該事業所の予定勤務体制が、勤務時間延べ 135 時間／週（週 40 時間

勤務従業者２名、週 30 時間勤務従業者１名、週 25 時間勤務１名）の場合 

     従業者常勤換算 

      135 時間/40 時間＝3.375・・・→3.3 人（常勤換算） 
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   ⇒ ゆえにこの場合、人員基準を満たしていることとなる。 

 ② 常勤換算をしない場合 

   基準上必要な員数について、端数は切り上げ、確保すること。 
 

勤務延べ時間数 勤務表上、指定障害福祉サービス等の提供に従事する時間として明確に位

置づけられている時間又は当該指定障害福祉サービス等の提供のための

準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置づけられてい

る時間の合計数。なお、従業者一人につき、勤務時間延べ数に参入するこ

とができる時間は、当該指定障害福祉サービス事業所等において常勤の従

業者が勤務すべき勤務時間数を上限とする。 

常勤 指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間が、当該指定障害福祉サ

ービス事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間

数（１週間に勤務すべき時間数が 32 時間を下回る場合は 32時間を基本と

する。）に達していることをいう。 

当該指定障害福祉サービス事業所等に併設される事業所の職務であって、

当該指定障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われること

が差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間数

の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満

たす。 

常勤での配置を求められる従事者が産前産後休業、母性健康管理措置、育

児休業、介護休業、育児休業に準ずる休業を取得中の期間において、複数

の非常勤の従事者を常勤換算することにより、人員基準を満たすことが可

能。 

「専ら従事する」、「専ら

提供に当たる」、「専従」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて指定障害福祉サービス等以外の

職務に従事しないことをいう。この場合のサービス提供時間数とは、従業

者の指定障害福祉サービス事業所等における勤務時間（療養介護、生活介

護については、サービス単位ごとの提供時間）をいい、当該従業者の常勤・

非常勤の別を問わない。 

 

○従業者の兼務について 

・ 管理者については、管理業務に支障がない場合は次のとおり兼務できます。 

① 同一事業所の他の職務と兼務する場合は、管理者１人としてカウントするとともに、兼務する職

務の常勤換算に算定できます。 

② 他事業所の管理者と兼務する場合は、両方の事業所で管理者１人としてカウントできます。ただ

し、２以上の事業所の管理者を兼務し、さらに他の職務を兼務することは認められません。例外的

に、短期入所（空床型または併設型に限る）の管理者を本体施設の管理者が兼務し、さらに他の職

務を兼務することは、業務に支障がなければ認められます。 

・ 管理者以外の職務については、時間を分けて複数の職務に従事する形態の兼務の場合は、それぞれ

従事する時間分を常勤換算に算定できます。 
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Ⅳ サービスごとの留意点 

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護 

１ サービスの種類 

 ① 居宅介護の内容 

身体介護 障害者等につき、居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護等 

家事援助 障害者等につき、居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等 

通院等介助 障害者等につき、通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先で

の受診等の手続、移動等の介助 

通院等乗降介助 障害者等につき、通院等のため、ヘルパー等が自らの運転する車両への乗

車又は降車の介助と併せて行う、乗車前若しくは降車後の屋内外における

移動等の介助又は通院先での受診等の手続、移動等の介助 
    

※特定のサービス行為に偏ってサービスを提供することは、基準違反となる（基準第4条第１項及び第32条）。 
 

② 重度訪問介護の内容 

  重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害であり常時介護を要する者につき、下記の介護等

を総合的に行う 

・居宅において行う入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯等の介護 

・居宅において行う掃除等の家事 

・居宅において行う生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助 

・外出時における移動中の介護 
 

③ 同行援護の内容 

   視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者

等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行う 
  

④ 行動援護の内容 

   知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する

者につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援助、外出時に

おける移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援

助を行う 
 

※ 報酬請求は、実際に要した時間により算定されるのではなく、居宅介護等計画に基づいて行

われるべき指定居宅介護等に要する時間により算定される。 

 

２ 人員配置基準について 

〔指定基準〕  

・管理者１人（常勤・専従） 

・サービス提供責任者１人以上（常勤・専従）※具体的配置基準は下記 

・ヘルパー2.5 人以上（常勤換算） 

○ 重度訪問介護、同行援護及び行動援護も共通の基準ですが、例えば１事業所で居宅介護と

行動援護の両方の指定を受けようとする場合は、従業員の兼務が可能であるため、別々に人

員を配置する必要はありません。 

○ また、介護保険の訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業を併せて行う場合も、従業員の

兼務が可能であり、別々に人員を配置する必要はありません。 

  ○ 但し、同行援護及び行動援護については、サービス提供責任者やヘルパーが一定の要件を

満たす必要があるので、「３ ヘルパーの資格要件について」を参照して下さい。 
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 サービス提供責任者の配置基準 

  サービス提供責任者は、以下（１）または（２）の該当する区分により配置する。 

・「利用者数」「サービス提供時間」「従業者数」は前 3 月の平均とする。 

・「サービス提供時間」「従業者数」は介護保険にはない障害福祉サービス事業所のみの基準。 

   ・常勤換算方法による場合の取扱いは以下のとおり。 

    ア 事業所ごとに常勤・専従の者を事業の規模に応じて１人以上配置する。 

    イ 常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とする。 

    ウ １人を超えて配置が必要な事業所は、原則として１人分のみの常勤換算を可能とする。 

    エ ５人を超えて配置が必要な事業所は、３分の２以上を常勤の者とする。 

    オ 非常勤のサービス提供責任者の勤務時間は、常勤勤務時間数の２分の１に達していること。 
 

 （１）サービスごとの基準 

    サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。 

サービス名 利用者数 サービス提供時間 従業者数 

居宅介護 40 人ごとに 1人(※) 450 時間ごとに 1人 10 人ごとに 1人 

同行援護 40 人ごとに 1人(※) 450 時間ごとに 1人 10 人ごとに 1人 

行動援護 40 人ごとに 1人(※) 450 時間ごとに 1人 10 人ごとに 1人 

重度訪問介護 10 人ごとに 1人 1,000 時間ごとに 1 人 20 人ごとに 1人 

    ※ 常勤のサ責を 3 名以上配置し、かつサ責の業務に主に従事する者を 1 名以上配置し、サ責の

業務が効率的に行われている場合は、「50 人ごとに 1人」とすることができる。 
 

 （２）複数サービスを行う場合の基準 

    次のいずれかに該当する員数を置くこととする。 

   ①重度訪問介護とそれ以外を合わせて算出する方法（重度訪問介護の利用者が 10 人以下の場合） 

サービス名 利用者数 サービス提供時間 従業者数 

居宅介護 

40 人ごとに 1人 450 時間ごとに 1人 10 人ごとに 1人 
同行援護 

行動援護 

重度訪問介護 
 

   ②重度訪問介護とそれ以外を合わせて算出する方法（重度訪問介護の利用者が 10 人を超える場合） 

サービス名 利用者数 サービス提供時間 従業者数 

居宅介護 〔重度訪問介護利用者〕 
10 人ごとに 1人 

＋ 
〔それ以外の利用者〕 

40 人ごとに 1人 

450 時間ごとに 1人 10 人ごとに 1人 
同行援護 

行動援護 

重度訪問介護 
 

   ③重度訪問介護とそれ以外を別々に算出して合計する方法 

サービス名 利用者数 サービス提供時間 従業者数 

居宅介護 

40 人ごとに 1人 450 時間ごとに 1人 10 人ごとに 1人 同行援護 

行動援護 

重度訪問介護 10 人ごとに 1人 1,000 時間ごとに 1 人 

〔重度訪問介護専従〕 
20 人ごとに 1人 

＋ 
〔重度訪問介護兼務〕 

10 人ごとに 1人 
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ｻー ﾋ゙ ｽ種別 

３ ヘルパーの資格要件について 

（１）サービス提供責任者 

   指定事業所毎に常勤の従業員であって、下記の資格を有し、専ら居宅介護等の職務に従事

する者のうち、事業の規模に応じて１人以上の者の配置が必要です。  

  
介
護
福
祉
士 

養成研修修了者(各研修に相当する研修を含む)  
そ 
の 
他 

実
務
者
研
修 

介
護
職
員
初
任
者
研
修 

居
宅
介
護
職
員
初
任
者

研
修 

介
護
職
員
基
礎
研
修 

居
宅
介
護
従
業
者
養
成

研
修(

１
級) 

訪
問
介
護
員(

１
級) 

居
宅
介
護
従
業
者
養
成

研
修(

２
級) 

訪
問
介
護
員(
２
級) 

行
動
援
護
従
業
者
養
成

研
修(

注
１) 

同
行
援
護
従
業
者
養
成

研
修
（
一
般
＋
応
用
） 

居宅介護 ○ ○ 注２ ○ ○ 注２    

重度訪問介護 ○ ○ 注２ ○ ○ 注２   注３ 

同行援護（注４）        ○ 注５ 

行動援護（注６） △ △ 注２ △ △ 注２ △   

   注１ 強度行動障害支援者養成研修（基礎及び実践）を修了した者及び平成 18 年 9月 30 日 

までの間に従前の知的障害者外出介護従業者養成研修を修了した者を含む。 

   注２ 実務経験３年以上（居宅介護では 30%減算、将来的に廃止される予定） 

   注３ サービス提供職員（ヘルパー）のうち、相当の知識と経験を有する者 

   注４ 同行援護のサービス提供責任者の資格要件については 19 ページ参照 

注５ 国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 

注６ 行動援護のサービス提供責任者の資格要件については 20 ページ参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

資格要件 

実務経験年数について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間（職員であった期間）が１年以上であり、かつ、実際に業務

に従事した日数が１年あたり 180 日以上であることをいう。 

例えば、５年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が５年以上であり、かつ、実際に業務に従事し

た日数が 900 日以上であることをいう。 

○１年以上（180 日以上） ○２年以上（360 日以上） ○３年以上（540 日以上） 
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（２）サービス提供職員（ヘルパー）  

指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 538 号） 

    

 
 

介
護
福
祉
士 

養成研修修了者(各研修に相当する研修を含む)  
み
な
し
証
明
者
（
注
３
） 

 

そ
の
他 

 

経
過
措
置 

介
護
職
員
初
任
者
研
修 

居
宅
介
護
職
員
初
任
者
研
修 

実
務
者
研
修 

介
護
職
員
基
礎
研
修 

居
宅
介
護
従
業
者
養
成
研
修 

（
１
・
２
級
） 

訪
問
介
護
員
（
１
・
２
級
） 

居
宅
介
護
従
業
者
養
成
研
修
（
３
級
） 

訪
問
介
護
員
（
３
級
） 

障
害
者
居
宅
介
護
従
事
者
基
礎
研
修 

生
活
援
助
従
事
者
研
修
修
了
者 

行
動
援
護
従
業
者
養
成
研
修
（
注
１
） 

重
度
訪
問
介
護
従
事
者
養
成
研
修 

（
注
２
） 

居 
宅 
介 
護 

身体介護 ○ ○ ○ ○ 注４ 注４   注６ 注４   

家事援助 ○ ○ ○ ○ 注５ 注５ ○  注５ 注５   

乗降介助 ○ ○ ○ ○ 注５ 注５   注５ 注５ 注７  

重度訪問介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   注８ 

同行援護（注 9） △ △ △ △ 注 4,5 注 4,5    注 4,5 注 9  

行動援護（注10） △ △ △ △    △     

注１ サービス提供責任者の注１と同じ 

注２ 強度行動障害支援者養成研修（基礎）を修了した者及び平成 18 年 9月 30 日までの間に 

従前の日常生活支援従事者養成研修を修了した者を含む。 

なお、居宅介護を行うことができるのは、市町がやむを得ないと認める場合のみ。 

注３ 「みなし証明者」とは、支援費制度以前のサービス従事経験がある者で、必要な知識及び 

技術を有することを知事が証明した者をいう。 

注４ 報酬は、身体介護の報酬の 30％減算 

注５ 報酬は、家事援助又は乗降介助の 10％減算 

注６ 重度訪問介護の報酬を算定（3時間以上の場合は、632 単位に所要時間 3時間から計算し 

て所要時間 30 分を増すごとに 84 単位を加算した単位数） 

注７ 平成 18 年 9 月 30 日において、従来の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者 

外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修を修了したもの 

注８ 当分の間、平成 18 年 9月 30 日において、現に居宅介護事業に従事した経験を有するもの 

であって、都道府県知事が必要な知識及び技術を有すると認めた者についても従事するこ 

とを可能とする。 

注９ 同行援護のサービス提供職員の資格要件については 19 ページ参照 

注10 行動援護のサービス提供職員の資格要件については 20 ページ参照 

 

４ 指定重度訪問介護事業者にみなされる取扱いについて 

指定基準 43 条により、指定居宅介護事業者は、例え指定申請を行わなくても指定重度訪問介

護事業者とみなされることとなっています。 

但し、重度訪問介護の指定を不要とする申し出た場合は、指定を受けないことができます。 

資格要件 

ｻー ﾋ゙ ｽ種別 
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５ 通院等乗降介助の提供について 

  通院等乗降介助を行う場合は、居宅介護事業所を運営する法人が、道路運送法の事業許可（次

のア～オのいずれかの許可）を受けていることが要件となります。 

ア 道路運送法第４条許可（一般乗用旅客自動車運送事業の許可）  

イ 道路運送法第４条許可（患者等輸送サービスに限定した一般乗用旅客自動車運送事業の許可） 

ウ 道路運送法第 43 条許可（特定旅客自動車運送事業の許可） 

エ 道路運送法第 78 条第 3号許可（自家用自動車有償運送の許可） 

オ 道路運送法第 79 条許可（福祉有償輸送及び過疎地有償運送の登録） 

 

上記要件を満たし、通院等乗降介助のサービスを提供する場合は、指定申請時に下記の書類を

県（県民局）に提出する必要があります。 

  ア 「通院等のための乗車又は降車の介助」の算定に係るサービス提供体制等について 

  イ 運営規程 ＊「通院等のための乗車又は降車の介助」を行う場合には、指定居宅介護の内容として運営規

程に明示しなければならないこととされている。 

  ウ 道路運送法の許可書の写し 

  エ「通院等のための乗車又は降車の介助」を行おうとする居宅介護事業所に対する市町意見書 

＊①当該地域における「通院等のための乗車又は降車の介助」を伴う移送サービスの供給状況、 

②当該事業所のサービス提供体制、③市町との連携体制の確保状況、④その他指定に関し必要 

と認められる事項、について事業所の所在地市町の意見書が必要。 

 

６ 平成 25 年度以降の居宅介護従事者に係る養成研修について 

  平成 25年度よりヘルパー研修が下記のとおりとなっています。 

 旧の研修修了者は、新の研修修了の要件を満たしていると取り扱います。 

旧 新（H25～） 

居宅介護従事者養成研修 1級、2級 居宅介護職員初任者研修 

訪問介護員養成研修 1級、2 級 

介護職員基礎研修 
介護職員初任者研修 

居宅介護従事者養成研修 3級 障害者居宅介護従事者基礎研修 
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同行援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件について 

 

１ サービス提供責任者の資格要件 

 

 

 

 

 

 

 

２ 従業者（サービス提供職員）の資格要件 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

※ 同行援護に係る人員配置基準上の経過措置は平成30年3月31日に終了しました。 

・介護福祉士 
・実務者研修修了者 
・介護職員基礎研修修了者 
・居宅介護従業者養成研修１級修了者 
・居宅介護従業者養成研修２級修了者 
  又は初任者研修修了者で３年以上 
  の実務経験のある者 

同行援護従業者養成研修 
（一般課程＋応用課程）の修了者 

又は 

国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 

同行援護従業者養成研修（一般課程）の修了者 
※ 兵庫県では、以下のいずれかの研修修了者については、上記一般課程の修了者とみなす 

① 視覚障害者移動介護従業者養成研修 

（平成 15 年 3月 24 日厚生労働省告示第 110 号） 

② 視覚障害者移動支援従業者（ガイドヘルパー）養成研修  

（平成 18 年 3月 31 日厚生労働省告示第 209 号） 

又は 

居宅介護従業者の要件を満たす者 
 

 

1 年以上の視覚障害に関する実務経験

（直接処遇） 

又は 
国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者 

又は 
盲ろう者向け通訳・介助員 ※ 令和 6年 3月 31 日までの間の暫定措置 

（令和 3 年 3月 31 日において、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業に従事し、視覚障害及び聴覚障

害を有する障害者等に対して支援を行った経験を有する者） 
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行動援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件について 

 

平成27年4月より行動援護従事者養成研修が必須化されています。 

経過措置は令和６年3月31日まで延長されています。 
 

１ サービス提供責任者の資格要件 

 
 

２ 従業者（サービス提供職員）の資格要件 

研修の取り扱いについて 

 行動援護従業者養成研修と強度行動障害支援者養成研修（基礎研修及び実践研修）に

ついて、一方の研修修了者は、もう一方の研修修了者とみなします。 

知的障害児者又は精神障害者の直接支援

業務に３年以上の従事経験を有する者 
行動援護従業者養成研修の修了者 

経過措置（令和6年3月31日まで） 

知的障害児者又は精神障害者の直接支援

業務に５年以上の従事経験を有する者 

・介護福祉士 
・実務者研修修了者 
・介護職員基礎研修修了者 
・居宅介護従業者養成研修１級修了者 
・居宅介護従業者養成研修２級修了者 
  又は初任者研修修了者で３年以上 
  の実務経験のある者 

知的障害児者又は精神障害者の直接支援

業務に１年以上の従事経験を有する者 

 

経過措置（令和6年3月31日まで） 

知的障害児者又は精神障害者の直接支援

業務に２年以上の従事経験を有する者 居宅介護従業者の要件を満たす者 

行動援護従業者養成研修の修了者 
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 短期入所      

１ サービスの概要 

 居宅においてその介護をする人が病気の場合等に、障害者支援施設等に短期間の入所をさせてお

こなわれる、夜間も含めた入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービス 

 

２ 対象者等 

区 分 福祉型 福祉型強化 医療型 

実施施設 障害者支援施設等 障害者支援施設等 病院、診療所、 

介護老人保健施設 

宿泊の有無 宿泊あり 

（日帰り不可） 

宿泊あり 

（日帰り不可） 

日帰り・宿泊 

いずれも可 

対象者 以下の①②のいずれか 

に該当 

① 障害支援区分が区分

１以上である障害者 

② 厚生労働大臣が定め

る区分における区分

１以上の障害児 

以下の①②のいずれか 

かつ③に該当 

① 障害支援区分が区分１

以上である障害者 

② 厚生労働大臣が定める

区分における区分１以

上の障害児 

③ 以下のいずれかに該当 
 １．人工呼吸器（鼻マスク式

補助換気法、ハイフローセ
ラピー、間歇的陽圧吸入法、
排痰補助装置及び高頻度胸
壁振動装置を含む。）の管理 

 ２．気管切開の管理 
 ３．鼻咽頭エアウェイの管理 
 ４．酸素療法 
 ５．吸引（口鼻腔又は気管内

吸引に限る。） 
 ６．ネブライザーの管理 
 ７．経管栄養 
 ８．中心静脈カテーテルの管

理（中心静脈栄養、肺高血
圧症治療薬、麻薬等） 

 ９．皮下注射 
 10．血糖測定（持続血糖測定

器による血糖測定を含む。） 
 11．継続的な透析（血液透析、

腹膜透析等） 
 12．導尿 
 13．排便管理 
 14．痙攣時における座薬挿入、

吸引、酸素投与又は迷走神
経刺激装置の作動等の処置 

以下のいずれかに該当 

≪18歳以上≫ 

① 区分６に該当し、気管

切開を伴う人工呼吸器

による呼吸管理を行っ

ている者 

② 区分５以上に該当し、

進行性筋萎縮症に罹患

している者 

③ 重症心身障害者 

④ 区分５以上に該当し、

強度行動障害があり医

療的ケアを必要とする

者 

⑤ 区分５以上に該当し、

遷延性意識障害があり

医療的ケアを必要とす

る者 

≪障害児≫ 

① 重症心身障害児 

② 医療的ケア児判定ス

コアが 16 点以上の障害

児 

 

※ 福祉型強化短期入所の報酬を算定するためには、看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師）

を常勤で 1以上配置する必要があります。 
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３ 類型別指定基準 

  短期入所サービスの類型は、以下のとおりです。 

  それぞれの類型に応じて、人員・設備基準が定められています。 

入所型の施設で、併設型の指定を受けようとする場合は、空床型の指定も併せて申請すること

をご検討ください。 

区分  併設型 空床型 単独型 
概 要 
 
 
 

指定障害者支援施設

等に併設され、指定短

期入所の事業を行う

事業所として当該施

設等と一体的に運営

を行う事業所 

利用者に利用されて

いない指定障害者支

援施設等の全部又は

一部の居室において、

指定短期入所の事業

を行う事業所 

指定障害者支援施設等以外の施設であっ

て、利用者に利用されていない入浴、排せ

つ及び食事の介護その他の必要な支援を適

切に行うことができる施設の居室におい

て、指定短期入所事業を行う事業所 
（「併設型」「空床型」以外） 

人

員

基

準 

従 
業 
者 
 

当該施設の入所者数

及び併設事業所の利

用者数の合計数を入

所者とみなした場合

に、当該施設として必

要とされる数以上 

当該施設の入所者数

及び当該指定短期入

所事業の利用者の数

の合計数を当該施設

の入所者とみなした

場合に、当該施設とし

て必要とされる数以

上 

ア 他事業所等(入所を除く)において行う

短期入所であって、当該他事業所等のサ

ービス提供時間（生活支援員の数） 
他事業所等と短期入所の利用者の合計

数を当該他事業所等の利用者とみなした

場合に、当該他事業所等で必要とされる

数以上 
イ 上記以外の場合（生活支援員の数） 
・利用者数が６名以下 １以上 
・利用者数が７名以上 ６：１以上 

管 
理 
者 

専ら当該事業所の職務に従事するもの 
（管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可） 

設

備

基

準 
 
 

設 
備 

併設事業所及び併設

本体施設の効率的運

営が可能であり、かつ

当該併設本体施設の

入所者の支援に支障

がないときは、当該併

設本体施設の設備（居

室を除く。）を指定短

期入所事業の用に供

することができる。 

指定障害者支援施設

等として必要とされ

る設備を有すること

で足りる。 

＜居室＞ 
・居室の定員は４人以下。 
・地階は不可。 
・利用者１人当たりの床面積は８㎡以上 

（収納設備等を除く） 
寝台又は代替設備を備えること。 
ブザー又は代替設備を設けること。 

＜食堂＞ 
・食事の提供に支障がない広さを有するこ

と。必要な備品を備えること 
＜浴室＞ 
・利用者の特性に応じたものであること。 
＜洗面所、便所＞ 
・居室のある階ごとに設けること。 

利用者の特性に応じたものであること。 
 

 

 

 

 

 

 

＊指定障害者支援施設等（法第５条第８項、規則第５条） 
①指定障害者支援施設 
②児童福祉施設 
③その他の入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設 

   （③には、共同生活援助事業所も含む）（H24.4～） 
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４ 短期入所（単独型）指定基準 

  短期入所サービス（単独型）の指定基準は、３に示すほか、以下のとおり取り扱います。 

（１）人員基準 

 ○ （２）で定めるサービス提供時間を通じて生活支援員を１以上配置が必要です（他事業所等

で行う場合の当該他事業所等のサービス提供時間を除く）。 

（２）運営基準 

 ○ 「営業日」「営業時間」として、利用の受付等が可能な日及び時間を、「サービス提供日」「サ

ービス提供時間」として、利用者に対するサービス提供が可能な日及び時間をそれぞれ定める

ことができます。これらは運営規程に記載してください。 

 ○ 上記の定めにより、営業日等を限定することは差し支えありません。ただし、介護を行う者

の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対

象に提供する短期入所の趣旨を踏まえ、下記運営規程（記載例）を参考に、利用者等の必要な

時に必要な指定短期入所の提供ができるよう努めてください。 

 

 

〔運営規程（記載例）〕 

（営業日及び営業時間等） 

第○条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとお

りとする。 

(1) 営業日 ○曜日から○曜日までとする。ただし、国民の祝日、○月○日から○月○日まで

を除く。 

(2) 営業時間 午前○時から午後○時までとする。 

(3) サービス提供日 ○曜日から○曜日までとする。ただし、国民の祝日、○月○日から○月

○日までを除く。 

(4) サービス提供時間 午前○時から午後○時までとする。 

２ 前項の営業日及び営業時間のほか、電話等により 24 時間常時連絡が可能な体制とする。 

３ サービスの提供にあたっては、第１項の(3)及び(4)に関わらず、利用者等からの相談に応じ

るものとする。 

 

※ 「営業日」「営業時間」は、利用の受付等が可能な日及び時間を、「サービス提供日」「サービ

ス提供時間」は、利用者に対するサービス提供が可能な日及び時間をそれぞれ記載する。なお、

日曜日、祝日、年末年始等にかかわらず営業又はサービス提供を行う場合は、「年中無休」、日

曜日、祝日、年末年始等、特定の日を除き営業又はサービス提供を行う場合は、「日曜日、祝日

及び○月○日から○月○日を除く毎日」等と記載する。 
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 自立生活援助      

１ サービスの概要 

 障害者支援施設等から一人暮らしへの移行を希望する知的・精神障害者について、本人の意思を

尊重した地域生活を支援するため、一定の期間にわたり、定期的な巡回訪問や随時の対応により、

障害者の理解力、生活力等を補う観点から、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び

助言など、適時のタイミングで適切な支援を行うサービス。（直接的な介護の提供は行いません。） 

  

 

２ 対象者  

（１）障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害

者等で、理解力や生活力等に不安がある者 

（２）現に一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な者(※) 

（３）障害、疾病等の家族と同居しており（障害者同士で結婚している場合を含む）、家族による

支援が見込めないため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支

援が必要な者(※) 

 ※ 自立生活援助による支援が必要な者 → 障害者の状態や生活環境等を踏まえ判断します。 

  （例）・地域移行支援の対象要件に該当する障害者施設に入所していた者や精神科病院に入院 

していた者等であり、理解力や生活力を補う観点から支援が必要と認められる場合 

・人間関係や環境の変化等によって、１人暮らしや地域生活を継続することが困難と認 

められる場合（家族の死亡、入退院の繰返し 等） 

・市町村審査会における個別審査を経て必要性を判断した上で適当と認められる場合 

 

 

３ 事業者指定基準   

〔人員基準〕・管理者 

       ・サービス管理責任者 30：1 

       ・地域生活支援員 １人以上（常勤換算による必要な員数の配置は不要） 

利用者の数が 25 人に対して 1人を標準 

（１人が支援する利用者数が 30 人を超えた場合、減算） 

※ 業務に支障がない場合は他の職務の兼務可。 

※ サービス管理責任者と地域生活支援員は兼務可。 

 

 

〔運営基準〕・実施主体は、「指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、 

行動援護、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行う者に限る。）、指定障害者 

支援施設又は指定相談支援事業者であること」を要件としています。 

・自立生活援助計画に基づき、概ね週１回以上、利用者の居宅を訪問し、必要な支援 

を行わなければなりません。 

・利用者の状況に応じて、携帯電話等により直接利用者又はその家族等と常時の連絡 

体制を確保しなければなりません。 
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共同生活援助（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）   

１ サービスの概要 

 家庭的な雰囲気のもとで日常生活を送ることができるように、入浴、排せつ及び食事等の介護、

調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言等を提供するサービス。 

サービス提供形態について、①介護サービス包括型、②日中サービス支援型、③外部サービス利

用型のいずれかを事業者が選択する事となります。 

 

２ 指定の単位 

 ○ 個々の共同生活住居毎に指定を行うのではなく、一定の地域の範囲内に所在する１以上の共

同生活住居を１事業所として指定します。 

＊「一定の地域の範囲内」…主たる事務所から他の共同生活住居までが、概ね 30 分以内で移動可能な範囲 

○ 一人暮らしのニーズに応えるため、本体住居との密接な連携を前提に、「サテライト型住居」

の設置が可能です。（日中サービス支援型は除く） 

 

３ 指定申請にあたっての留意事項等 

○ 開設にあたり、所在地の消防との協議や建築基準法に係る協議が必要となります。また、市

街化調整区域では都市計画法上の開発協議が必要です。 
○ 開設後において、地域住民との連携及び協力等を得ながら運営を行えるよう、事前に地域と

の関係構築に努めてください。（開設にあたり、事業所の概要等について自治会や自治会長等に

対して説明し、要望があれば説明会等を実施することが望ましい） 

○ 既に指定を受けた事業所の事業区域内に共同生活住居を新たに開設する場合は、住居追加か

ら 10日以内に変更届の提出が必要ですが、書類の受付に当たっては、事業所を新たに開設しよ

うとする場合と同様に指定基準の遵守状況を確認しますので、新規指定と同様に上記の消防法

等に係る協議等を行ったうえで、開設のおおよそ１ヶ月半前までには事前に相談してください。 

 

４ 事業者指定基準 

（１）介護サービス包括型、外部サービス利用型 

① 指定基準上の人員配置：起床から就寝までの活動時間帯における配置 → 本体報酬で評価 

  ・世話人・生活支援員は、利用者の生活サイクルに応じて、１日の活動終了時刻から開始時刻

までを基本として夜間及び深夜時間帯を設定し、当該夜間・深夜時間帯以外のサービス提供

に必要な員数を確保することが必要です。 

・夜勤職員や宿直職員の配置は、指定基準上、必ずしも必要ではありません。 

・複数の共同生活住居を持つ事業所についても必要な員数（必要配置時間数）は事業所全体の

利用者数に応じて算出するため、住居ごとの必要時間が定められているものではありません。 

② 夜間における配置：夜間時間帯（就寝から起床まで） → 加算で評価 

・夜間における介護や緊急時の対応のため、夜勤職員や宿直職員を配置する場合や、防災・連

絡体制を整備する場合は、夜間支援体制等加算を算定することができます。（届出が必要） 

  ・夜間に職員の配置を行わない場合も、夜間の緊急時等における対応方法を定め、利用者に十

分説明しておく必要があります。 

 

（２）日中サービス支援型 

① 指定基準上の人員配置： → 本体報酬で評価 

住居ごとに、１日を通じて１人以上の世話人又は生活支援員を配置する必要があります。 

（夜間及び深夜の時間帯も、住居ごとに夜勤職員を１人以上配置することが必要です。） 
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② 指定短期入所の併設 

グループホームに併設又は同一敷地内で、短期入所（併設型又は単独型）を行わなければなりません。 

短期入所の定員はグループホームの定員合計が20人又はその端数を増すごとに１～５人です。 
 

（３）その他 

 ○ 複数の住居を持つ場合も、利用者の安定した日常生活の確保と支援の継続性という観点から、

住居ごとに専任の世話人を定める等の配慮を行ってください。 

 ○ 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等

必要な措置を講じること、利用者に事故が発生した場合は、都道府県、市町、利用者の家族等

に連絡を行うとともに必要な措置を講じることが必要です。緊急時等における対応のため、障

害者支援施設等との連携体制を確保することが必要です。 
 

【指定基準関係】 

区 分 介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型 

管理者 常勤１名 

ｻｰﾋﾞｽ管理責任者 30：１ ※ 常勤要件なし（但し、常勤換算で 0.5 以上の配置が望ましい） 

生活支援員 

 

 

 

①～④の合算した数以上（それぞれ小数点第４位以下切上げ、

合算後に小数点第２位以下切捨て） 

（常勤換算方法） 

①区分３の利用者数を９で除した数  

②区分４の利用者数を６で除した数  

③区分５の利用者数を４で除した数  

④区分６の利用者数を 2.5 で除した数 

配置不要 

介護サービスが必要な利用

者には、居宅介護事業者に委

託して実施 

世話人 

 

利用者数を 6で除した数以上

（常勤換算方法） 

※より手厚く配置した場合

は高い報酬単価を算定可 

利用者数を 5で除した数以上

（常勤換算方法） 

※より手厚く配置した場合

は高い報酬単価を算定可 

利用者数を 6(H26 年 4月 1日

において現に存する GH につ

いては、当分の間 10)で除し

た数以上（常勤換算方法） 

※より手厚く配置した場合

は高い報酬単価を算定可 

夜間支援 

従事者 

指定基準上、配置の必要なし 夜間及び深夜の時間帯を通

じて、共同生活住居ごとに夜

勤職員を 1人以上配置 

指定基準上、配置の必要なし 

定員（事業所） 4 人以上（サテライト型住居の利用者を含む） 

定員 

（共同生活住居）

新規建物２～10 人 既存建物２～20 人（サテライト型住居の利用者を含まない） 

日中サービス支援型は１つの建物に複数の住居の設置可、合計定員 20 人以下 

定員（ユニット） ２以上 10 人以下 

立地条件 入所施設及び病院の敷地内には一定の基準を満たす必要がある（兵庫県条例） 

居室面積 7.43 ㎡以上（4.5 畳相当） 

居室定員 １人 

設備  ユニット毎に複数の居室、居間、食堂、便所、浴室、洗面所、台所が必要。 

利用者の特性に応じて工夫されたものであること。 

従業者以外の 

介護 

他の事業者に委託も可 受託居宅介護事業者に委託

して実施 

協力医療機関 

協力歯科医療機関 

必要 
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○利用者数について 

・「利用者数」とは、実利用者数ではなく、前年度の平均実利用者数（新規指定の場合は推定数） 

・計算方法は次のとおり。ただし、これらにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な

方法により利用者の数を推定 

期 間 計算方法 

新設等から６月未満 定員の 90% 

新設等から６月以上１年未満 直近６ヶ月の全利用者延べ数／開所日数 

新設等から１年以上経過 直近１年間の全利用者延べ数／開所日数 

前年度（４月１日から３月 31日）実績あり 前年度の全利用者延べ数／開所日数 

※ 小数点第２位以下切り上げ 

 

○サテライト型住居について ※日中サービス支援型にはサテライト型住居の設置はできません。 

・ 入居定員 １名    ・居室面積 7.43 ㎡以上 

・ 設  備 原則として、風呂、トイレ、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備 

・ 設置場所 本体住居から利用者が通常の交通手段で 20 分以内に移動可能な距離内 

・ 設 置 数 1 つの本体住居に対して２ヶ所まで。本体住居入居定員が 4人以下の場合は 1ヶ所 

・ 支  援 定期的な巡回等により、日常生活上の援助を行う  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助について 

  ○ 入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活上の援助に係る業務を、受託居宅介護サービス

事業者（指定居宅介護サービス事業者）に委託して実施する。 

○ 介護サービスの提供に際しては、事前に、指定居宅介護サービス事業者と業務委託をする

契約の締結が必要。 

○ 運営規程に、受託居宅介護サービス事業者の名称及び所在地の明記が必要。 

 

６ 体験入居について 

  長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合や、家族と同居しているが将来的にグループ

ホーム等への入居を検討している場合等における、短期間の体験利用が可能になりました。 

 ＜サービス提供条件＞  

 ・利用には、通常の利用と同様に市町の支給決定等の手続が必要。 

 ・一時的な利用として、１回あたり連続 30 日以内かつ年 50 日以内に限る。 

 ・定員の範囲内で実施することとなり、通常の利用者の入院・帰宅中に、当該利用者の居室を 

体験入居に供することはできない。 

 

＊防火安全対策について 

 消防法令の一部改正により、障害の程度が重い方が利用するグループホーム等（障害支援区
分 4以上の者が概ね 8割を超える施設）に防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実
施等が義務化されました。また、自動火災報知設備や火災通報装置(※1)、消火器、スプリン
クラー設備の設置(※2)についても義務づけられました。 
（※1） 火災通報装置は自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動することが義務づけられています。 

（※2） スプリンクラー設備に代えて、小規模なＧＨ等に対応可能なパッケージ型自動消火設備の整備も可。 

事業を行う際は、事前に必ず地元の消防署に協議し、必要となる防火対策の具体的な内容等
を確認いただき、対策を講じてください。 
 なお、すべての法人で非常災害に関する具体的な計画を策定、非常災害時の消防機関等への
通報先の把握を行い、職員への周知を行ってください。 
 また、定期的な避難訓練の実施を行ってください。 
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７ 家賃設定について 

  入居者から徴収する家賃の総額は、事業者が住居所有者へ支払う賃借料（住居所有者へ支払う

その他費用で合理的理由がある場合はその費用も含む）を超えないようにしてください。 

 

８ 入所施設・病院の敷地内設置に係る基準の運用について 

   （神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市を除く） 

 平成 24年 10 月より、入所施設、病院（以下「施設等」という。)からの地域移行の促進及び入所

施設等との連携の推進の観点から、これまで一律に禁止していた敷地内設置を一定の基準を設けて

緩和されています。 

その基準については、地域において自立した日常生活を営む場であることが共同生活援助事業所

(以下「ＧＨ」という。)の趣旨であることを踏まえ、「独立した建物であり、かつ住宅地と同程度に

利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される場合に限る」こととなっています。 

 

○ 基準の考え方及び運用について 
  施設、病院の敷地内でＧＨの設置申請があった際は、通常の審査に加え、以下の２条件につい

ても審査が行われます。 
 

（１）建物の独立性 

ア 施設、病院の敷地と新規でＧＨを設置しようとする敷地において、当該敷地間に道路（以

下、建築基準法上の道路※を指す。）がない場合、次のア～エの全ての条件を満たす場合は、

施設等の敷地内でＧＨの設置が認められます。 
 

(ア) 塀、柵等（土地の構造上、塀や柵があるのと同等の状況と認められる場合を含む）によ

りＧＨと施設、病院等が区分されている。 
    ※ 建物の独立性が保たれる形状であることが必要。 

(イ) 共同生活住居の門（入口）が、入所施設・病院と共用となっていない。 
      ※ 表札等を備えるなど入り口としての体裁を有するとともに、実際に入居者が日常

的に利用できる場所に設置されていることが必要。 

   (ウ) 共同生活住居の敷地から道路に直接出ることができる。 
   (エ) 共同生活住居の外観等が施設、病院と一連の建物とは見なされない。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  イ 上記要件を審査するため、申請時に以下の書類を申請書類と併せて提出が必要です。 
  (ア) 敷地図面又は建物の配置状況等がわかる見取り図及び写真  
  (イ) 共同住居入り口、接道がわかる図面及び写真 
  (ウ) 既存建物を共同住居として利用する場合は、これまでのその建物の利用状況 
     ※建物の平面図、写真については現在でも添付が必要 
 

※建築基準法上の道路 

 建築基準法第 42 条第１項の道路 

  幅が４ｍ以上であり、かつ次のいずれかに該当するもの 

  ア） 道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 

  イ） 建築基準法が適用された際に現に存在していた幅４ｍ以上の道 

  ウ） 特定行政庁（知事や市長）から指定を受けた私道 

建築基準法第 42 条第２項の道路 

建築基準法が適用された際（昭和 25 年 11 月 23 日）に現に建築物が建ち並んでいる幅４メートル未満

の道であって、特定行政庁が指定したもの 
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（２）住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保されていること 

ア 次に示す着目点を例として、家族や地域住民との交流の機会が確保されているか確認します。  
  【着目点の例】 
   ・ 買い物や散歩、飲食など、周辺地域の人が行う日常的な外出を同様にできる。 
   ・ 周辺地域の住民等が容易に訪問することができる。  

・ 自治会活動など地域活動へ積極的に参加する意向がある。（祭、ゴミステーション清掃、

草刈りなどの近隣清掃 等） 

イ 上記を確認するため、申請時に以下の書類を申請書類と併せて提出いただきます。 
・ 交流の機会を確保するための具体的な実施内容等を記載した書面 

  ウ また、県民局は確認のため、必要に応じて市町に対し意見を求めます。 
   〔照会項目〕・管内及び近隣におけるＧＨの充足状況 
         ・イの記述内容が確実に実施されそうかどうかについての意見  
 
９ グループホームにおけるホームヘルプの利用について 

ＧＨ（介護サービス包括型、日中サービス支援型）入居者が、居宅介護の支給決定を受けてホ

ームヘルプを利用することは原則としてできませんが、次のような場合においては、ホームヘル

プを利用することが認められています。 

 

 ① 個人単位でのホームヘルプサービス利用 【令和 6年 3月末までの経過措置】 

 重度の障害者が利用するグループホームにおいて、食事や入浴、排せつ時に複数の支援員

による対応が必要な場合など、一時的に職員の加配が必要となる状況があることから、下記

の要件により、個人単位でのホームヘルプの利用が可能となっています。 

 対象者 区分４以上、かつ、「個別支援計画への位置づけ」及び「市町の認定」を受け

た者 

報 酬 及 び

加算 

居宅介護等を利用した日は、通常の報酬単価よりも低い「個人単位で居宅介

護等を利用する場合」の単価を適用。居宅介護等を利用しない日は通常の報

酬単価を適用 

人員配置 

基準 

 

○生活支援員…ホームヘルプ利用者は通常の利用者の１／２の生活支援員の

配置が必要 

○サービス管理責任者…ホームヘルプ利用者についても、サビ管の配置基準

の適用内（サビ管による個別支援計画の作成が必要） 

サ ー ビ ス

内容 

居宅介護（「身体介護中心（排泄・食事介助、移動・移乗介護等）」で、一時的に

個別支援が必要な場合のみ 

（注）実際の利用には市町の支給決定が必要 

 

② 通院等介助の利用 

区分１以上の慢性疾患等の障害者であって、医師の指示により、定期的に通院を必要とす

る利用者については、月２回を限度として、居宅介護における通院等介助や通院等乗降介助

との併給が可能（市町による支給決定が必要。個別支援計画に通院等介助の位置づけが必要）。 
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 重度障害者等包括支援          

 

 

 

 

 

 

１ 利用者像について 

障害支援区分６（児童については区分６に相当する者）で、意志の疎通に著しい困難を伴う者 

 

２ 事業者指定基準 

〔実施主体〕重度障害者等包括支援以外に、何らかの指定障害福祉サービス（療養介護及び共同

生活援助を除く）又は指定障害者支援施設の指定を受けていること。 

〔人員基準〕管理者（兼務可） 

サービス提供責任者 １名以上は常勤（相談支援専門員等との兼務可） 

【「重度障害者等包括支援」の定義】（障害者総合支援法第５条第９項） 

常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして

厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定めるものにつ

き、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること 
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計画相談支援・障害児相談支援 （事業所指定は各市町） 

１ サービスの概要 

○支給決定時〔サービス利用支援・障害児支援利用援助〕 

・ 支給決定又は支給決定の変更前に、サービス等利用計画・障害児支援利用計画案を作成。 
・ 支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成。 

○支給決定後〔継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助〕 

・ サービス等の利用状況の検証を行い計画の見直しを行う。（モニタリング） 
・ サービス事業者等との連絡調整、支給決定又は支給決定の変更に係る申請の勧奨。 

 

２ 対象者   

（障害者総合支援法の計画相談支援） 

・ 障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての障害児者 

※ 介護保険と障害福祉の両方のサービスを利用する場合、市町が介護保険のケアプランで 

足りると判断すれば、サービス等利用計画の作成を求めない事も可。 

（児童福祉法の障害児相談支援） 

・ 障害児通所支援を利用するすべての障害者 
 

３ 事業者指定基準   

〔人員基準〕 ・管理者  ・相談支援専門員 

（業務に支障がない場合は兼務可。相談支援専門員が利用者が利用する障害福
祉サービス事業所等の業務を兼務する場合、モニタリングは原則できない。） 

 
  ※ 「計画相談支援事業者」と「障害児相談支援事業者」の両方の指定を受けることが必要。 

(障害児については、者と児のサービスについて一体的に計画を作成する必要があるため) 
 
○主たる事業所と一体的かつ独立したサービス提供の場としての「従たる事業所」の特例 
 〔人員基準〕 ・「従たる事業所」において専従の従業者を１人以上確保 
 〔設備基準〕 ・「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離がおおむね 30 分以内で移動

可能な距離で、相談支援専門員の業務の遂行上支障がない 
        ・利用者の支援に支障がない場合には、基準上必要な設備を設けないことが可能 
 

４ モニタリング期間 
   市町が相談支援事業者の提案を踏まえて、標準期間を勘案して個別に定める。 
   但し、きめ細かいモニタリングが必要な対象者には、標準期間よりきめ細かに実施する。 
 

（標準期間） 

   対象者 基準 

新規サービス利用者 
１月間 

※利用開始から３月のみ 

在
宅
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等 

集中的支援が必要な者 １月間 

居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、自立生活援助、 

短期入所、日中サービス支援型共同生活援助、就労移行支援、 

就労定着支援、自立訓練 

３月間 

生活介護、就労継続支援、共同生活援助（日中支援型を除く）、 

地域移行支援、地域定着支援、障害児通所支援 

６月間 

※65歳以上で介護保険のケアマネジ 

メントを受けていない者は３月間 

【施設入所等】 

障害者支援施設、のぞみの園、療養介護入所者、重度障害者等包括支援 
６月間 
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地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） （事業所指定は県、政令市、中核市） 

  

１ サービスの概要 

〔地域移行支援〕 

施設に入所している障害者等や病院に長期入院している障害者等が地域で生活することがで

きるよう、住居の確保や相談、同行支援等その他の便宜を提供するサービス。 

〔地域定着支援〕 

居宅において単身で暮らしている等の障害者等が安定して地域で生活することができるよう、

常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談や緊急対応等その

他の便宜を提供するサービス。 

 

２ 対象者  

〔地域移行支援〕 

   ・障害者支援施設又は児童福祉施設に入所している障害者 

・精神科病院に入院している精神障害者（1年以上の入院者中心） 

〔地域定着支援〕 

・居宅において単身又は家族の状況等により同居家族による支援を受けられない障害者 

（グループホーム、宿泊型自立訓練の入所者は対象外） 

 

３ 事業者指定基準   

〔人員基準〕・管理者（業務に支障がない場合は他の職務の兼務可） 

       ・専従の地域移行支援・地域定着支援従事者 

（業務に支障がない場合は他の職務の兼務可。１名以上は相談支援専門員） 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談支援専門員の資格要件 

      

 

 

 

 

 

 

 

（注１）実務経験の要件は、指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定め

るもの（平成 24 年厚生労働省告示第 226 号）に規定。  

（注２）研修の修了要件について 

都道府県の実施する相談支援従事者初任者研修（5日間）の修了が必要。 

その後も現任研修を５年に１度、受講することが必要。 

研修の修了  
    ② 
 
 
「相談支援従事
者初任者研修」を
修了  注２ 

実 務 経 験  
① 

 
障害者の保健・医療・福祉・
就労・教育の分野における
直接支援・相談支援などの
業務における実務経験 
(年数は経験の種類に応じ、 
3 年、5年、10年）  注１ 

 
相談支援専門員
として配置 

①②の要件を全て                              

満たせば 
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相談支援専門員の要件となる実務経験について 
 

業務範囲 業務内容 
必要 
年数 

障
害
者
の
保
健
、
医
療
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務 

①
相
談
支
援
業
務 

ア 平成 18 年 10 月 1 日時点で下記の施設等において相談支援業務に従事しており、平

成 18 年９月 30 日までに必要年数を満たしている者（告示１イ該当） 
○ 障害児相談支援事業、身体（知的）障害者相談支援事業 

○ 精神障害者地域生活支援センター 

３
年 

以
上 

イ 施設等における相談支援業務（告示１ロ(1)～(3)該当） 
○ 障害児相談支援事業、身体（知的）障害者相談支援事業、その他これに準じる事業 

○ 児童相談所、身体（知的）障害者更生相談所、精神障害者地域生活支援センター、福祉

事務所、その他これに準じる施設 

○ 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設、

更正施設、介護老人保健施設、その他これに準じる施設 

５
年
以
上 

ウ 次のいずれかに該当する者が実施する、病院若しくは診療所における相談支援業務

（告示１ロ(4)該当） 
（１）社会福祉主事任用資格を有する者 

（２）介護職員初任者研修・訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者 

（３）国家資格等※を有する者 

（４）イに掲げる施設に従事した期間が１年以上である者 

エ 障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターにおける相談支援業務（告示

１ホ該当） 

オ 特別支援学校その他これに準じる機関における就学相談・教育相談・進路相談の業

務（告示１ヘ該当） 

②
直
接
支
援
業
務 

カ 施設及び医療機関等における介護業務（告示１ニ該当） 
○ 障害者支援施設、障害児入所施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療法に規定す

る療養病床、その他これに準じる施設 

○ 障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業、その他これに準じ

る事業 

○ 病院若しくは診療所、薬局、訪問看護事業所、その他これに準じる施設 

10
年
以
上 

③
有
資
格
者
等 

キ 次のいずれかに該当する者が実施する、上記カの直接支援業務（資格取得以前も含

む）（告示１ハ該当） 
（１）社会福祉主事任用資格を有する者 

（２）相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必

要な知識及び技術を修得したものと認められるもの（介護職員初任者研修・訪問介護員２級

以上に相当する研修を修了した者） 

（３）保育士（直接支援業務に該当しない保育所へ勤務した期間は、実務経験に換算できない） 

（４）児童指導員任用資格者、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 

上
記
イ
～
オ
と 

通
算
し
て
５
年
以
上 

ク 国家資格等※による業務に５年以上従事している者が実施する、上記①の相談支援

業務又は上記②の直接支援業務（告示１ト該当） ３
年

以
上 

第１ 相談支援業務 

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活

の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務 

第２ 直接支援業務 

身体上若しくは精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその

介護者に対して介護に関する指導を行う業務 

※ 国家資格等 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福

祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道

整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士 

 
（注）実務経験及び日数換算について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が１年
あたり 180 日以上あることをいうものとする。例えば５年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が
５年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数が 900 日以上であるものをいう。 
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Ⅴ サービス管理責任者について 

 

○ サービス管理責任者の配置について 

  下表のサービス種類の事業者は、個別支援計画の策定やサービス提供プロセスの管理、他の 

 サービス提供職員に対する技術指導及び助言等を行うサービス管理責任者の配置が必要です。 

 

 

サービス管理責任者の配置が必要なサービス種類 

サービス種類 必要員数（１事業所あたり） 

療養介護 

●利用者数が 60 人以下：1以上 

●利用者数が 61 人以上：利用者が 60 を超えて 40 又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上 

※ １人以上は常勤 

 

生活介護 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援 

就労定着支援 

自立生活援助 
●利用者数が 30 人以下：１以上 

●利用者数が 31 人以上：利用者が 30 を超えて 30 又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上 

※ 常勤要件なし（但し、常勤換算で 0.5 以上の配置が望ましい） 
共同生活援助 

※令和元年度からサービス管理責任者等研修の分野は統合されています。 

※平成 30年度までの研修修了者も受講分野に限らず、いずれのサービスにも従事可能です。 

 （但し、令和 6年 3月末までに更新研修を受講する必要がある。） 

 

 （注）表に記載のないサービス種類の事業所（居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護、

重度障害者包括支援、短期入所、一般相談支援）は、サービス管理責任者を配置する必要は

ありません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

国から研修要件にかかる経過措置が示されています。 

 

【やむを得ない事情によりサービス管理責任者が欠如した事業所】 

当該事由発生後１年間は、サービス管理責任者の研修修了要件を満たしているものとみなす。 
 

※ 新規指定の事業所に係る経過措置は、平成 31 年 3 月末で終了しています。 
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○ サービス管理責任者の要件について 

 

障害者の支援に関する実務経験（内容によって 3年～8年）があり、かつ「サービス管理責任者 

研修」及び「相談支援従事者初任者研修（講義部分）」を修了することが要件となっている。 

詳細は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス管理責任者の要件 

 

 

 

 

 ①②の要件を 

 全て満たせば 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

（注１）実務経験の要件は、平成 18 年 9 月 29 日厚生労働省告示第 544 号「指定障害福祉サー

ビスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」に定め

られている。 

（注２）相談支援従事者初任者研修（講義部分）とは、同研修のカリキュラム全７日間のうち、

講義部分の２日間の部分をいう。 

（注３）基礎研修修了後、実践研修修了までの間である者は、既にサービス管理責任者が１名

配置されている場合、２人目のサービス管理責任者として配置ができ、個別支援計画

の原案の作成が可能である。 

（注４）2019～2021 年度の基礎研修修了者で実務経験を満たしている者は、基礎研修受講後３

年間は、実践研修を受講していなくても、サービス管理責任者等とみなす。 

 

 

 実 務 経 験 ① 
 

障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接
支援・相談支援の業務における実務経験（3～8年）  

   注 1 

研 修 の 修 了 ②         

 

 

 

 

 

         注 3 

サービス
管理責任
者等基礎
研修を修
了 

相談支援従
事者初任者
研修（講義部
分）を受講  
 

注 2 

OJT 

サービス 
管   理 
責 任 者 
と し て 
配 置 が 
可   能 

＋ 

サービス
管理責任
者等実践
研修（R3
創設）を修
了 
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実務経験一覧表（サービス管理責任者） 
 

業務範囲 業務内容 年数 

 
 

障
害
者
の
保
健
、
医
療
福
祉
、
就
労
、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務 

 

①
相
談
支
援
業
務 

ア 施設等における相談支援業務 
○ 障害児相談支援事業、身体（知的）障害者相談支援事業、地域生活支援事業 

○ 児童相談所、身体（知的）障害者更生相談所、発達障害者支援センター、福祉事務所、 

保健所、市町村役場 

○ 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、精神保健福祉センター、救護施設及び 

更生施設、介護老人保健施設、地域包括支援センター 

５
年
以
上 

イ 次のいずれかに該当する者が実施する、保健医療機関における相談支援業務 
（１）社会福祉主事任用資格を有する者 
（２）訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者 
（３）国家資格等※を有する者 
（４）ア・ウ・エに従事した期間が１年以上である者 

ウ 障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターに

おける就労支援に関する相談支援業務 

エ 盲学校・聾学校・特別支援学校における進路相談・教育相談の業務 

オ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 

②
直
接
支
援
業
務 

カ 施設及び医療機関等における介護業務 
○ 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、医療法に規定する 

療養病床 

○ 障害児通所支援事業、障害福祉サービス事業、老人居宅介護等事業  

○ 保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所 
８
年
以
上 

キ 特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務 

ク 盲学校・聾学校・特別支援学校における職業教育の業務 

ケ その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 

○ 市町から補助金又は委託により運営されている地域活動支援センター及び小規模作業所 

③
有
資
格
者
等 

コ 次のいずれかに該当する者が実施する、上記②の直接支援業務（資格取得以前も含む） 
（１）社会福祉主事任用資格を有する者 

（２）相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要 

な知識及び技術を修得したものと認められるもの（訪問介護員２級以上に相当する研修を修

了した者） 

（３）児童指導員任用資格者 

（４）保育士（直接支援業務に該当しない保育所へ勤務した期間は、実務経験に換算できない） 

（５）精神障害者社会復帰施設指導員任用資格者 

上
記
イ
～
オ
と 

通
算
し
て
５
年
以
上 

サ 国家資格等※による業務に３年以上従事している者が実施する、上記①の相談支援

業務及び上記②の直接支援業務 
３
年 

以
上 

① 相談支援業務 

身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むに支障がある者の日常生活の

自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援を行う業務その他これに準ずる業務 

② 直接支援業務 

身体上又は精神上の障害がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護

者に対して介護に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力

の向上のために必要な訓練その他の支援（以下「訓練等」という。）を行い、並びにその訓練等を行う者に対し

て訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育等に係る業務 

※ 国家資格等：医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福

祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅ

う師、柔道整復師、栄養士（管理栄養士を含む）、精神保健福祉士 

 

 

 

（注）実務経験及び日数換算について 

１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年 

あたり 180 日以上あることをいうものとする。 

例えば５年以上の実務経験であれば、実務に従事した期間が５年以上であり、かつ実際に業務に従事した日数 

が 900 日以上であるものをいう。 
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Ⅵ 業務管理体制整備について 

 

 障害者（児）施設・事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

 届出を行っていない事業者については、速やかに届出を行う必要があります。 

 また、届出事項に変更が生じた場合や、サービスを全て廃止した場合等も届出の必要があります。 
 
 

○ 届出は、障害者総合支援法及び児童福祉法の根拠条文ごとに行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○ 整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所等の数に応じ定められています。 

 
 

○ 届出先 

 

対象事業者 

業務管理体制整備の内容 

届 出 事 項 法令遵守 
責任者 
の選任 

法令遵

守規程 
の整備 

定期的

な監査

の実施 
 

全ての事業者 

 

○ × × 
事業者の名称等、主たる事務所の所在地、 

代表者の氏名、生年月日、住所、職名 

法令遵守責任者の氏名、生年月日 

事業所数 20 以上 ○ ○ × 上記に加え、法令遵守規程の概要 

事業所数 100 以上 ○ ○ ○ 上記に加え、業務執行の状況の監査の方法の概要    

区   分 届 出 先 

① 事業所等が２以上の都道府県に所在する事業者 厚生労働省本省 

② 計画相談支援又は障害児相談支援のみを行う事業者で、 

全ての事業所等が同一市町内に所在する事業者 
各市町 

③ 神戸市､姫路市､尼崎市､西宮市､明石市で事業を行う事業者 

で、全ての事業所等が同一市内に所在する事業者 

神戸市､姫路市､尼崎市､ 

西宮市､明石市 

④ 上記以外の事業者  

 法人が神戸市以外に所在する事業者 法人所在地を所管する各県民局 

 法人が神戸市に所在する事業者 兵庫県障害福祉課（本庁） 

＝業務管理体制の届出が義務づけられる事業者の種類＝ 
【障害者総合支援法に基づくもの】 

   ・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設 
   ・指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者 
【児童福祉法に基づくもの】 

   ・指定障害児通所支援事業者 ・指定障害児入所施設 ・指定障害児相談支援事業者 
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Ⅶ その他 

 

１ 介護給付費等算定届について 
 

○指定申請に併せて、給付費を算定するにあたって、あらかじめ加算項目等を「介護給付費等算 

定に係る体制等に関する届出書」によって県に届け出る必要があります（重度障害者包括支援は 

除く）。 

 

 

２ 障害福祉サービス事業等開始届について（法第 79 条） 
 

 障害福祉サービス事業を開始するにあたっては、指定申請とは別に、「障害福祉サービス事業

等開始届」の届出を行う必要があります。（国又は都道府県が事業主体の場合を除く。） 

 

○届出の対象となる事業 

ア 障害福祉サービス事業 イ 一般相談支援事業 ウ 移動支援事業  
エ 地域活動支援センターを運営する事業 オ 福祉ホームを経営する事業 
 
※ 障害者総合支援法第 79 条において、これらの届出対象事業を開始するにあたっては、都道府県知事 

（政令市、中核市にあってはそれぞれの市長）に届出を行うこととされている。 

※ 「ア 障害福祉サービス事業」はサービス種類ごとに届出が必要。 

 

○届出様式（県様式） ・神戸市、姫路市、西宮市、尼崎市、明石市の届出様式は各市にお問い合わせ下さい。 

区分 届出書の種類 届出根拠 届出先 

事業開始時 障害福祉サービス事業等

開始届 

法第 79 条第 2項 ○事業所所在地の県民局へ届出 

 

○事業所所在地が神戸市、姫路市、 

西宮市、尼崎市、明石市である 

場合は各市へ届出 

変更の日から 

１月以内 

障害福祉サービス事業等

変更届 

法第 79 条第 3項 

廃止（休止）しよう

とする１月以上前 

障害福祉サービス事業等

廃止（休止）届 

法第 79 条第 4項 

 

 
 ３ 指定の有効期間について（法第 41 条） 
 

 指定の有効期間は、原則として６年間です。指定通知書に有効期間が記載されて

いますので、有効期間が終了するまでの間に、更新の手続きを行う必要があります。 

 

 

 ４ 変更届等の提出について（法第 37 条、法第 39 条、法第 46 条、法第 79 条第 3 項） 

 
  ○ 指定事業者等は、厚生労働省令で定められている事項に変更があった時は、変

更があった日から10日以内に県知事に変更届を提出する必要があります。但し、

一部、事前の変更申請が必要なものがあります。 

    なお、介護給付費等算定届にかかる変更は、変更届の提出時期により、加算項

目等の算定開始時期に影響しますので、注意してください。  

 

  ○ 指定事業者等は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令

で定めるところにより、その廃止又は休止の日の１月前までに県知事に休止・廃

止届を提出する必要があります。 


